
１　共通する指導事項

項目 指導事項 ポイント

　重要事項説明書又は運営規程に記載のサービス内
容、利用料、加算が実態と相違している。

　サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に
対し、利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項（運営規
程の概要や勤務体制等）について説明し、同意を得なければなりません
が、説明した内容と実際のサービス、利用料金、算定している加算等の
実態が相違している事例が見受けられました。
　運営規程と重要事項説明書の記載内容は実態に即した内容とし、相違
がないかを定期的に確認し、常に整合を図るようにしてください。なお、
運営規程を変更する場合は、速やかに寝屋川市に届け出てください。

　運営規程と重要事項説明書の記載に相違がある。
・キャンセル料、交通費
・通常の実施地域
・営業日、従業員の勤務体制、員数　等

　特に、キャンセル料、交通費について、重要事項説明書にしか記載して
いない事例が見受けられました。
　運営規程と重要事項説明書の記載内容は実態に即した内容とし、記載
内容に相違がないかを定期的に確認するなど、常に整合を図るようにし
てください。なお、記載内容の整合の確認の結果、運営規程を変更する
場合は、速やかに寝屋川市に届け出てください。

　重要事項説明書に記載すべき項目に不足がある。
・サービスの第三者評価の実施状況

　サービスの第三者評価の実施状況について、重要事項説明書に記載
していない事例が見受けられました。
　適宜、重要事項説明書の記載内容を確認していただき、記載すべき項
目に不足がある場合は速やかに修正してください。
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項目 指導事項 ポイント

・サービスに係る個別サービス計画が居宅サービス計画
に基づいた内容となっていない。
・個別サービス計画作成後、実施状況の把握を行い、必
要に応じて個別サービス計画を見直ししていない。

　サービスに係る個別サービス計画は、サービス担当者会議等から、
サービス提供により利用者が解決すべき課題を適切に把握した上で、作
成するようにしてください。
　また、管理者等はサービス提供に当たっては、個別サービス計画に基
づき行われるよう適切に管理・監督を行ってください。
　なお、個別サービス計画を作成せずに行うサービス及び個別サービス
計画に基づかないサービスについては、適切なサービスとは認められな
いため、介護給付費及び利用者負担の請求はできません。

　利用者又はその家族に個別サービス計画がサービス
提供前に交付されていない。

　個別サービス計画を作成（変更を含む。）した場合は、当該計画が居宅
サービス計画に沿ったものであるかを確認したうえで、当該計画の目標
及び内容等について利用者又はその家族に説明し、サービスを提供す
る前に必ず交付してください。

　要支援者に対するサービスに係る介護予防の個別
サービス計画にサービスの提供を行う期間が記載されて
いない。

　介護予防のサービスに係る個別サービス計画には、当該計画でサービ
スの提供を行う期間を記載してください。
　また、サービスの提供を行う期間が終了するまでに、１回はモニタリン
グ（※）を行い、当該計画に定める目標の達成状況等の把握を行ってくだ
さい。
※サービス計画の実施状況等を把握し、記録を作成すること。

【居宅介護支援】
居宅サービス計画が個別サービス計画や実態と相違し
ている事例が見受けられたため、改めること。

　介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画
の実施状況の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。）を
行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業
者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う必要があります。

【居宅介護支援】
　居宅サービス計画の作成時におけるアセスメントにお
いて、把握すべき課題分析標準項目（23項目）のうち、記
録する項目が不足している。
　なお、把握すべき課題標準項目について、令和5年10
月に改訂が行われている。

　居宅サービス計画の作成時におけるアセスメント（※）の項目が課題分
析標準項目の全てを具備しているかを確認していただき、不足がある場
合は、速やかに改善してください。（介護サービス計画書の様式及び課
題分析標準項目について（平成11年老企第29号別添））
※利用者の状況を把握・分析し、解決すべき課題を明らかにすること。

居宅サービス計画
個別サービス計画



項目 指導事項 ポイント

　サービスの内容、サービスの提供時間又はサービス提
供者の氏名が実態と相違している。

　利用者が支払うべき利用料の額の適正を確保するためには、事業者
において利用者に対して提供したサービスの具体的内容を適切に記録
しなければなりません。
　記録の内容が実態と相違している場合は、適切なサービスとは認めら
れないため、介護給付費及び利用者負担の請求はできません。

【（介護予防）認知症対応型共同生活介護】
【（介護予防）特定施設入居者生活介護】
　被保険者証に入居の年月日又は入居している住居の
名称を、退去時に退去の年月日を記載していない。

　居宅療養管理指導以外の居宅サービス給付及び施設サービス給付を
受けることができないことから、他の事業者等が確認できるよう入居に際
しては入居の年月日及び住居の名称を、退去に際しては退去の年月日
を記載してください。

サービスの実施状況
の把握・評価

　提供したサービスについて、目標達成の度合いや利用
者及びその家族の満足度等について評価されていな
い。

　サービスの提供に当たっては、目標への達成度合いや満足度などにつ
いて常に確認し、必要に応じて個別サービス計画を修正するなど、その
改善を図るようにしてください。

サービスの質の評価
　提供するサービスの質について、自己評価とこれに基
づく改善が行われていない。

　評価の方法は任意ですが、自己評価シートの作成、利用者等へのアン
ケート調査等により、事業所が提供するサービスの質の評価を行い、常
にその改善を図るようにしてください。

取扱方針
　身体拘束等の適正化のための指針内容の項目が不十
分である。また、委員会の検討内容が不十分である。

　利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを
得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはなりません。
　身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の
心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければなりません。
　また、事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、委員会の実施、
指針の整備及び研修の実施を行う必要があります。
※参考　別添運営基準★１

　雇用契約書、労働条件通知書等によって、事業所の従
業者であること及びそれらの者が管理者の指揮命令下
にあることが明確になっていない。

　雇用契約書、労働条件通知書等に就業場所（事業所名）、職種等（介
護職員等）を明記し、管理者の指揮命令下にあることを明確にしてくださ
い。

　職場において行われる性的な言動又は優越的な関係
を背景とした言動におけるセクシュアルハラスメントやパ
ワーハラスメントの防止のための雇用管理上の措置を講
じていない。

　職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行っ
てはならない旨の方針を明確化し、周知啓発するとともに、相談への対
応をあらかじめ定め周知してください。

勤務体制

サービスの提供の記
録



項目 指導事項 ポイント

業務継続計画
　業務継続計画に係る必要な研修及び訓練が定期的に
実施されていなかった。

　業務継続計画については、感染症に係る業務継続計画と災害に係る
業務継続計画を策定し、研修・訓練の実施を行う必要があります。
※参考　別添運営基準★２

衛生管理
　感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討す
る委員会が概ね６月に１回以上開催されていなかった。
訓練や研修について、定期的に実施されていなかった。

　衛生管理については、感染症の予防及びまん延の防止のための対策
を検討する委員会の実施、指針の整備及び研修・訓練の実施を行う必
要があります。
※参考　別添運営基準★３

秘密保持
　従業者又は従業者でなくなった者に対して、業務上知り
得た利用者及び利用者の家族の秘密を漏らさないため
の必要な措置がとられていない。

　従業者又は従業者でなくなった後においても、秘密を保持すべき旨を
雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めを置くなどの措置を
講じてください。また、派遣労働者や嘱託医の場合も措置を講じる必要
があります。

苦情処理 　苦情についての記録が整備されていない。

　事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、苦情の受付日、内
容等を記録するとともに、苦情がサービスの質の向上を図るうえで重要
な情報であると認識し、苦情の内容を踏まえサービスの質の向上に向け
た取り組みを行ってください。

事故発生の防止及
び発生時の対応

　事故発生の防止のための従業者に対する研修が定期
的に実施されていなかった。

　事故発生の防止については、事故発生の防止のための委員会の実
施、指針の整備及び研修の実施を行う必要があります。

地域との連携等
　運営推進会議での報告、評価、要望及び助言等につい
ての記録が公表（事業所内掲示、ホームページ等）され
ていなかった。

　運営推進会議での報告、評価、要望及び助言等についての記録は公
表する必要があります。

虐待の防止
　虐待の防止に係る措置について、指針内容の項目が
不十分である。また、委員会の検討内容が不十分であ
る。研修が定期的に実施されていなかった。

　虐待の防止については、担当者を置いて、委員会の実施、指針の整備
及び研修の実施を行う必要があります。
※参考　別添運営基準★４



項目 指導事項 ポイント

掲示
重要事項について、ウェブサイトに掲載されていなかっ
た。

令和７年４月１日から、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなけ
ればならないこととなりました。

業務管理体制整備
に関する届出（変更
含む。）

　介護保険法の規定に基づき、介護サービス事業者には、法令遵守等
の業務管理体制の整備が義務付けられています。整備すべき業務管理
体制は事業所数に応じて定められています。令和３年４月１日から、事業
所が寝屋川市のみに所在する事業者は、届出先が寝屋川市へと変更さ
れています。



２　特に注意していただきたい指導事項

項目 指導事項 ポイント

人員に関する基準
【（介護予防）福祉用具貸与】
【特定（介護予防）福祉用具販売】
　福祉用具専門相談員の配置が不足している。

　福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の事業を行う者が、事業所ごと
に置くべき福祉用具専門相談員の員数は常勤換算方法で２以上です。



項目 指導事項 ポイント

 介護報酬
 （特定事業所加算）

【訪問介護】
　特定事業所加算について、以下の要件を満たしていな
い。
・研修計画について、全ての訪問介護員等ごとに作成さ
れていない。
・全ての訪問介護員等に対し、少なくとも１年毎に１回事
業主の負担により定期的に健康診断が実施されていな
い。
・利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たって
の留意事項の伝達又は当該事業所における訪問介護員
等の技術指導を目的とした会議について、全ての訪問介
護員が参加していない。

　特定事業所加算を算定するに当たっては、加算の区分に応じて複数の
要件の全てを満たす必要があります。
　再度、加算の要件を御確認していただき、加算の要件に適合した、適
切な運営を行ってください。
※参考　別添介護報酬★１

 介護報酬
 （特定事業所加算）

【居宅介護支援】
　特定事業所加算について、利用者に関する情報若しく
はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的
とした会議について、概ね週１回以上の開催が確認でき
ない事例が見受けられた。

　特定事業所加算を算定するに当たっては、加算の区分に応じて複数の
要件の全てを満たす必要があります。
　再度、加算の要件を御確認していただき、加算の要件に適合した、適
切な運営を行ってください。
※参考　別添介護報酬★２

 介護報酬
 （サービス提供体制
強化加算）

【（介護予防）訪問看護】
【（介護予防）小規模多機能型居宅介護】
　サービス提供体制強化加算について、以下の項目が
基準と適合していない事例が見受けられた。
・全ての従業者ごとの研修計画が作成されていない。
・利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たって
の留意事項の伝達又は小規模多機能型居宅介護従業
者の技術指導を目的とした会議について、全ての従業者
が参加していない。
・利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たって
の留意事項についての記載内容が不十分である。

　サービス提供体制強化加算を算定するに当たっては、加算の区分に応
じて複数の要件の全てを満たす必要があります。
　再度、加算の要件を御確認していただき、加算の要件に適合した、適
切な運営を行ってください。
※参考　別添介護報酬★３



項目 指導事項 ポイント

 介護報酬
 （入浴介助加算）

【（地域密着型）通所介護】
　入浴介助加算について、入浴介助に関わる職員に対
し、入浴介助に関する研修を実施していることが確認で
きなかった。

　入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行う必要が
あります。具体的には、脱衣、洗髪、洗体、移乗、着衣など入浴に係る一
連の動作において介助対象者に必要な入浴介助技術や転倒防止、入浴
事故防止のためのリスク管理や安全管理等が挙げられるが、これらに限
るものではありません。なお、これらの研修においては、内部研修・外部
研修を問わず、入浴介助技術の向上を図るため、継続的に研修の機会
を確保してください。

 介護報酬
 （個別機能訓練加
算）

【（地域密着型）通所介護】
　個別機能訓練加算について、個別機能訓練が実施さ
れていないにもかかわらず算定されている事例が見受け
られた。また、記録が不十分である事例が見受けられ
た。

　個別機能訓練加算については、理学療法士等が配置されている曜日
において、直接機能訓練の提供を受けた利用者のみ算定対象になりま
す。また、理学療法士等が配置される曜日があらかじめ定められ、利用
者や居宅介護支援事業者に周知されている必要があります。また、個別
機能訓練を行ったことを確認できる記録を作成する必要があります。

介護報酬
（運営基準減算）

【居宅介護支援】
　居宅サービス計画の作成に当たって、下記の項目を実
施していない。
・利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接し
て、アセスメントを実施していない。
・サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に
関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サー
ビス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な
見地からの意見を求めていない。
・居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サー
ビス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分
した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について
利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者
の同意を得ていない。また、当該居宅サービス計画を利
用者及び担当者に交付していない。
・居宅サービス計画の作成後、少なくとも一月に一回、利
用者に面接すること等によるモニタリングを行っていな
い。また、モニタリングの結果を記録していない。

　居宅サービス計画の作成に当たって左記項目を実施することは、適正
なサービスの提供を確保するために必要で、規定を遵守しない事業所に
対しては、指導を行い、当該指導に従わない場合には、特別な事情があ
る場合を除き、指定の取消しの検討対象となります。



項目 指導事項 ポイント

介護報酬
（介護職員等処遇改
善加算）

　介護職員等処遇改善加算に係る計画及び実績が全て
の介護職員等に周知されていない。

　介護職員等処遇改善加算を算定するに当たっては、加算の区分に応じ
て複数の要件の全てを満たす必要があります。
　再度、加算の要件を御確認していただき、加算の要件に適合した、適
切な運営を行ってください。

 介護報酬
 （科学的介護推進
体制加算）

　科学的介護推進体制加算について、ＬＩＦＥへの情報を
提出すべき月について、情報の提出が行われていない
事例が見受けられた。

　利用者ごとのADL値（ADLの評価に基づき測定した値）、栄養状態、口
腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な
情報をLIFEを用いて厚生労働省に提出しなければなりません。次の各号
に定める月の翌月10日までに提出してください。
⑴　算定開始月においてサービスを利用している者については、当該
　算定開始月
⑵　算定開始月の翌月以降にサービスの利用を開始した者について
　は、当該サービスの利用を開始した日の属する月
⑶　⑴又は⑵の月のほか、少なくとも６月ごと
⑷　サービスの利用を終了する日の属する月

 介護報酬
 （生産性向上推進
体制加算）

　生産性向上推進体制加算について利用者の安全並び
に介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す
る方策を検討するための委員会の検討内容が不十分で
ある。また、職員研修の実施が確認できない。

　利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に
資する方策を検討するための委員会において、次に掲げる事項につい
て必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認してくださ
い。
⑴　業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器を
活用する場合における利用者の安全及びケアの質の確保
⑵　職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
⑶　介護機器の定期的な点検
⑷　業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職
員研修
　また、事業年度ごとに介護機器の活用及び委員会の取組に関する実
績を厚生労働省に報告してください。



項目 指導事項 ポイント

介護報酬
（看取り介護加算）

　看取り介護加算について、以下の項目が基準と適合し
ていない事例が見受けられたので改めること。
・医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者
が共同で作成した利用者に係る計画の作成が行われて
いない。
・医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復
の見込みがないと診断したことの確認が不十分である。
・看取りに関する指針を入所の際に、入所者又はその家
族等に対して、内容を説明し、同意を得ていない。
・利用者が退居等する際、退居等の翌月に亡くなった場
合に、前月分の看取り介護加算に係る一部負担の請求
を行う場合があることを説明し、文書にて同意を得ていな
い。
・事業所が入院する医療機関等に利用者の状態を尋ね
たときに、当該医療機関等が事業所に対して本人の状
態を伝えることについて、退居等の際、利用者等に対し
て説明をし、文書にて同意を得ていない。

　看取り介護加算は、医師が一般に認められている医学的知見に基づき
回復の見込みがないと診断した入所者について、その旨を入所者又は
その家族等に対して説明し、その後の療養及び介護に関する方針につ
いての合意を得た場合において、入所者等とともに、医師、看護職員、生
活相談員、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員等が共同して、随
時、入所者等に対して十分な説明を行い、療養及び介護に関する合意を
得ながら、入所者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよ
う支援することを主眼として設けたものです。
　対象の入所者は次のいずれにも適合している必要があります。
⑴　医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みが
ないと診断した者であること。
⑵　医師、生活相談員、看護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他
の職種の者（以下この号において「医師等」という。）が共同で作成した入
所者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当な
者から説明を受け、当該計画について同意している者（その家族等が説
明を受けた上で、同意している者を含む。）であること。
⑶　看取りに関する指針に基づき、入所者の状態又は家族の求め等に
応じ随時、医師等の相互の連携の下、介護記録等入所者に関する記録
を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した上で介護を受け
ている者（その家族等が説明を受け、同意した上で介護を受けている者
を含む。）であること。
　長期間にわたり、様々な算定要件を満たす必要がありますので、随時
確認をお願いします。
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◎ 運営基準 

★１ 取扱方針 

① 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的

拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３つの

要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極め

て慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要であ

る。なお、当該記録は、２年間保存しなければならない。 

② 「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」（以下「身体的拘束

等適正化検討委員会」という。）とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討

する委員会であり、委員会の構成メンバーは、事業所の管理者及び従業者より構

成する場合のほか、これらの職員に加えて、第三者や専門家を活用した構成とす

ることが望ましく、その方策として、精神科専門医等の専門医の活用等も考えら

れる。また、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他

の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支

えない。 

また、身体的拘束等適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護

関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

事業者が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体的拘束

等の適正化について、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるための

ものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意すること

が必要である。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。 

ロ 介護従業者その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等

を記録するとともに、イの様式に従い、身体的拘束等について報告すること。 
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ハ 身体的拘束等適正化検討委員会において、ロにより報告された事例を集計し、

分析すること。 

ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的

拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討す

ること。 

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

へ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 

③ 事業者が整備する「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次のような

項目を盛り込むこととする。 

イ 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

ロ 身体的拘束等適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

ニ 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方

針 

ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

へ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

④ 介護従業者その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の内

容としては、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発す

るとともに、当該事業者における指針に基づき、適正化の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、事業者が指針に基づいた研修プ

ログラムを作成し、定期的な教育を開催するとともに、新規採用時には必ず身体

的拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、

職員研修事業所内での研修で差し支えない。 

 

★２ 業務継続計画の策定等 

① 事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して介護

の提供を受けられるよう、介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の

体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定
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するとともに、当該業務継続計画に従い、登録訪問介護員等を含めて、訪問介護

員等その他の従業者に対して、必要な研修及び訓練（シミュレーション）を実施

しなければならないこととしたものである。なお、業務継続計画の策定、研修及

び訓練の実施については、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービ

ス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染症や災害が発生

した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓

練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容

については、「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」

及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参

照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、

項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計

画を一体的に策定することを妨げるものではない。さらに、感染症に係る業務継

続計画並びに感染症の予防及びまん延の防止のための指針については、それぞれ

に対応する項目を適切に設定している場合には、一体的に策定することとして差

し支えない。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品

の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者と

の情報共有等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止

した場合の対策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に

共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行

を行うものとする。 
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職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的な教育を開催するとともに、

新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容につ

いても記録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染

症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合におい

て迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、

感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的に実施するものと

する。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びま

ん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施

するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

★３ 衛生管理等 

① 感染症が発生し、又はまん延しないように講ずべき措置については、具体的

には次のイからハまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基づき事業

所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行う

ことも差し支えない。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する

委員会（以下「感染対策委員会」という。）であり、感染対策の知識を有する者を

含む、幅広い職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有

する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メン

バーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策を担当する者（以下「感

染対策担当者」という。）を決めておくことが必要である。なお、同一事業所内で

の複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、担

当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各

事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している者

など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任す

ること。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、
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感染対策担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するため

の措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するため

の措置を適切に実施するための担当者 

感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね６月に１

回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に

応じ随時開催する必要がある。 

また、感染対策委員会は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介した

コミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができ

るものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業

者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報

システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設

置・運営することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるもので

あるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平

常時の対策及び発生時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感

染対策（手洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、

感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関

との連携、行政等への報告等が想定される。また、発生時における事業所内の連

絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の

手引き」を参照されたい。 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感

染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所にお

ける指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育を開

催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、
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研修の実施内容についても記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力

向上のための研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えな

く、当該事業所の実態に応じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応につい

て、訓練（シミュレーション）を定期的に行うことが必要である。訓練において

は、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及

び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケア

の演習などを実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実

施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

★４ 虐待の防止 

虐待は、法の目的の１つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に

深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、事業者は虐待の防止のために必要な措

置を講じなければならない。虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合

の対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関す

る法律」（平成 17 年法律第 124 号。以下「高齢者虐待防止法」という。）に規定さ

れているところであり、その実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が

達成されるよう、次に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講じるものとす

る。 

・ 虐待の未然防止 

事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービ

ス提供にあたる必要があり、第３条の一般原則に位置付けられているとおり、研

修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者

が高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対応

等を正しく理解していることも重要である。 

・ 虐待等の早期発見 

事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を発

見しやすい立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐
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待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていることが望ま

しい。また、利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市町村へ

の虐待の届出について、適切な対応をすること。 

・ 虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、事

業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する

調査等に協力するよう努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合

はその再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号） 

虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生

した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理

者を含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にする

とともに、定期的に開催することが必要である。また、虐待防止の専門家を委員

として積極的に活用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微な

ものであることが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき

情報であるとは限られず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的

に設置・運営することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるも

のであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シ

ステムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することと

する。その際、そこで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再

発防止策等）は、従業者に周知徹底を図る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 
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ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に

行われるための方法に関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な

防止策に関すること 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

② 虐待の防止のための指針(第２号) 

事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込

むこととする。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関す

る基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該事業所

における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該事業者が指針に基づいた研

修プログラムを作成し、定期的な研修を実施するとともに、新規採用時には必ず

虐待の防止のための研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、

事業所内での研修で差し支えない。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号）事業所に

おける虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実
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施するため、担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止検

討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一事業所内

での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、

担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の

各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している

者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任

すること。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、

感染対策担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するため

の措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するため

の措置を適切に実施するための担当者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 介護報酬 
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★１ 特定事業所加算について（訪問介護） 

特定事業所加算の各算定要件については、次に定めるところによる。 

① 体制要件 

イ 計画的な研修の実施 

厚生労働大臣が定める基準（平成 27 年厚生労働省告示第 95 号。以下「大臣基

準告示」という。）第３号イ(1)の「訪問介護員等ごと及びサービス提供責任者ご

とに研修計画を作成」については、当該事業所におけるサービス従事者の資質向

上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めると

ともに、訪問介護員等及びサービス提供責任者について個別具体的な研修の目標、

内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定しなければならない。 

ロ 会議の定期的開催 

同号イ(2)(一)の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留

意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目

的とした会議」とは、サービス提供責任者が主宰し、登録ヘルパーも含めて、当

該事業所においてサービス提供に当たる訪問介護員等のすべてが参加するもので

なければならない。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要

はなく、サービス提供責任者ごとにいくつかのグループ別に分かれて開催するこ

とで差し支えない。会議の開催状況については、その概要を記録しなければなら

ない。なお、「定期的」とは、おおむね 1 月に 1 回以上開催されている必要があ

る。 

また、会議は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケ

ーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとす

る。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における

個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの

安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

ハ 文書等による指示及びサービス提供後の報告 

同号イ(2)(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意

事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記

載しなければならない。 

・利用者の ADL や意欲 
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・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

・家族を含む環境 

・前回のサービス提供時の状況 

・その他サービス提供に当たって必要な事項 

なお、「前回のサービス提供時の状況」を除く事項については、変更があった場

合に記載することで足りるものとし、1 日のうち、同一の訪問介護員等が同一の

利用者に複数回訪問する場合であって、利用者の体調の急変等、特段の事情がな

いときは、当該利用者に係る文書等の指示及びサービス提供後の報告を省略する

ことも差し支えないものとする。また、サービス提供責任者が事業所に不在時の

サービス提供に係る文書等による指示及びサービス提供後の報告については、サ

ービス提供責任者が事前に一括指示を行い、適宜事後に報告を受けることも差し

支えないものとする。この場合、前回のサービス提供時の状況等については、訪

問介護員等の間での引き継ぎを行う等、適切な対応を図るとともに、利用者の体

調の急変等の際の対応のためサービス提供責任者との連絡体制を適切に確保する

こと。 

同号イ(2)(二)の「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交す

る方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。 

また、同号イ(2)(二)の訪問介護員等から適宜受けるサービス提供終了後の報

告内容について、サービス提供責任者は、文書(電磁的記録を含む。)にて記録を

保存しなければならない。 

ニ 定期健康診断の実施 

同号イ(3)の健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施するこ

とが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等も含めて、

少なくとも 1 年以内ごとに 1 回、事業主の費用負担により実施しなければならな

い。新たに加算を算定しようとする場合にあっては、少なくとも 1 年以内に当該

健康診断等が実施されることが計画されていることをもって足りるものとする。 

ホ 緊急時における対応方法の明示 

同号イ(4)の「明示」については、当該事業所における緊急時等の対応方針、緊

急時の連絡先及び対応可能時間等を記載した文書を利用者に交付し、説明を行う

ものとする。なお、交付すべき文書については、重要事項説明書等に当該内容を
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明記することをもって足りるものとする。 

ヘ 看取り期の利用者への対応体制 

ａ 同号イ(7)の㈡については、a から d までに掲げる基準に適合する事業所の

e に掲げる基準に適合する利用者（以下、「看取り期の利用者」という）に対する

サービスを提供する体制をＰＤＣＡサイクルにより構築かつ強化していくことと

し、指定訪問介護事業所において行った看取り期の利用者への対応及び体制構築

について評価するものである。 

ｂ 管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議

の上、「看取り期における対応方針」が定められていることが必要であり、同対応

方針においては、例えば、次に掲げる事項を含むこととする。 

・ 当該事業所における看取り期における対応方針に関する考え方 

・ 訪問看護ステーション等との連携体制（緊急時の対応を含む。） 

・ 利用者等との話し合いにおける同意、意思確認及び情報提供の方法 

・ 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書等の様式 

・ その他職員の具体的対応等 

ｃ 看取り期の利用者に対するケアカンファレンス、看取り期における対応の

実践を振り返ること等により、看取り期における対応方針の内容その他看取り期

におけるサービス提供体制について、適宜見直しを行う。 

ｄ 看取り期の利用者に対するサービス提供においては、次に掲げる事項を介

護記録等に記録し、多職種連携のための情報共有を行うこと。 

・ 利用者の身体状況の変化及びこれに対する介護についての記録 

・ 看取り期におけるサービス提供の各プロセスにおいて利用者及び家族の意

向を把握し、それに基づくアセスメント及び対応の経過の記録 

ｅ 利用者の看取りに関する理解を支援するため、利用者の状態又は家族の求

め等に応じ、随時、介護記録等その他の利用者に関する記録の開示又は当該記録

の写しの提供を行う際には、適宜、利用者等に理解しやすい資料を作成し、代替

することは差し支えない。 

ｆ 指定訪問介護事業所は、入院の後も、家族や入院先の医療機関等との継続

的な関わりを持つことが必要である。 

なお、情報の共有を円滑に行う観点から、事業所が入院する医療機関等に利用
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者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が事業所に対して本人の状態を伝える

ことについて、入院の際、本人又は家族に対して説明をし、文書にて同意を得て

おくことが必要である。 

ｇ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意

を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得

た旨を記載しておくことが必要である。また、適切な看取り期における取組が行

われていることが担保されるよう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載

するとともに、本人の状態や、家族に対する連絡状況等について記載しておくこ

とが必要である。 

なお、家族が利用者の看取りについてともに考えることは極めて重要であり、

事業所は、定期的に連絡を取ることにより、可能な限り家族の意思を確認しなが

ら介護を進めていくことが重要である。 

ｈ 看取り期の利用者に対するサービス提供に当たっては、厚生労働省「人生

の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考

にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が

連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めること。 

ト 中山間地域等に居住する者へのサービス提供体制 

ａ 同号ホ(2)及び(3)については、中山間地域等において、地域資源等の状況

により、やむを得ず移動距離等を要し、事業運営が非効率にならざるを得ない状

況の中、指定訪問介護事業所が利用者へ継続的なサービス提供体制を構築してい

ることについて評価するものである。 

ｂ 同号ホ(2)の「通常の事業の実施地域（指定居宅サービス等基準第 29 条第

５号に規定する通常の事業の実施地域をいう。）の範囲内であって、厚生労働大臣

が定める中山間地域等の地域（平成 21 年厚生労働省告示第 83 号）第２号に規定

する地域（以下「中山間地域等」という。）に居住している利用者に対して、継続

的に指定訪問介護を提供していること」とは、指定訪問介護事業所における通常

の事業の実施地域の範囲内であって、中山間地域等に居住する利用者へのサービ

ス提供実績が前年度（３月を除く。）又は届出日の属する月の前３月の１月当たり

の平均で１人以上であることをいう。また、この場合の実績の平均について、当

該期間に指定訪問介護の提供を行った利用実人員を用いて算定するものとする。 
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ｃ 同号ホ(2)の「当該利用者の居宅の所在地と最寄りの指定訪問介護事業所

との間の距離が７キロメートルを超える場合に限る」とは、指定訪問介護事業所

と利用者の居宅までの実際の移動に要する距離が片道７キロメートルを超える場

合をいうものである。 

ｄ 同号ホ(3)については、利用者にとって必要なサービスを必要なタイミン

グで提供し、総合的に利用者の在宅生活の継続を支援するため、訪問介護計画に

ついて、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、指定訪問介

護事業所のサービス提供責任者等が起点となり、訪問介護員等、サービス提供責

任者その他地域の関係者が共同し、随時適切に見直しを行う必要がある。 

② 人材要件 

イ 訪問介護員等要件 

第 3 号イ(5)の介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及

び 1 級課程修了者の割合については、前年度(3 月を除く。)又は届出日の属する

月の前 3 月の 1 月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数

を用いて算出するものとする。ただし、生活援助従事者研修修了者については、

0.5 を乗じて算出するものとする。 

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しく

は 1 級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の

課程を修了している者とすること。 

また、看護師等の資格を有する者については、1 級課程の全科目を免除するこ

とが可能とされていたことから、1 級課程修了者に含めて差し支えない。 

ロ サービス提供責任者要件 

同号イ(6)の「実務経験」は、サービス提供責任者としての従事期間ではなく、

在宅や施設を問わず介護に関する業務に従事した期間をいうものであり、資格取

得又は研修修了前の従事期間も含めるものとする。 

なお、同号イ(6)ただし書については、指定居宅サービス基準第５条第２項の規

定により常勤のサービス提供責任者を２人配置することとされている事業所につ

いては、同項ただし書により常勤のサービス提供責任者を１人配置し、非常勤の

サービス提供責任者を常勤換算方法で必要とされる員数配置することで基準を満

たすことになるが、本要件を満たすためには、常勤のサービス提供責任者を２人
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以上配置しなければならないとしているものである。 

また、同号ハ(2)の㈠については、指定居宅サービス等基準第５条第２項の規定

により配置されることとされている常勤のサービス提供責任者が２人以下の指定

訪問介護事業所であって、基準により配置することとされている常勤のサービス

提供責任者の数（サービス提供責任者の配置について、常勤換算方法を採用する

事業所を除く。）を上回る数の常勤のサービス提供責任者を１人以上配置しなけ

ればならないこととしているものである。 

看護師等の資格を有する者については、一級課程の全科目を免除することが可

能とされていたことから、一級課程修了者に含めて差し支えない。 

ハ 勤続年数要件 

ａ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。

具体的には、令和３年４月における勤続年数７年以上の者とは、令和３年３月 31

日時点で勤続年数が７年以上である者をいう。 

ｂ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一

法人等の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサー

ビスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるもの

とする。 

ｃ 第３号ハ(2)の㈡の訪問介護員等の割合については、前年度（３月を除く。）

又は届出日の属する月の前３月の１月当たりの実績の平均について、常勤換算方

法により算出した数を用いて算出するものとする。 

③ 重度要介護者等対応要件 

第３号イ(7)の㈠の要介護４及び要介護５である者、日常生活に支障を来すお

それのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症であ

る者並びに社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和 61 年厚生省令第 49 号）

第１条各号に掲げる行為を必要とする者の割合については、前年度（３月を除く。）

又は届出日の属する月の前３月の１月当たりの実績の平均について、利用実人員

又は訪問回数を用いて算定するものとする。なお、「日常生活に支障を来すおそれ

のある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者」

とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を、「社会福祉士及

び介護福祉士法施行規則第１条各号に掲げる行為を必要とする者」とは、たんの
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吸引等（口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内の喀痰吸引、

胃ろう又は腸ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養）の行為を必要とする利用者

を指すものとする。また、本要件に係る割合の計算において、たんの吸引等の行

為を必要とする者を算入できる事業所は、社会福祉士及び介護福祉士法の規定に

基づく、自らの事業又はその一環としてたんの吸引等の業務を行うための登録を

受けているものに限られること。 

また、同号イ(7)の㈡e に掲げる看取り期の利用者の利用実績については、当該

利用者が前年度（３月を除く。）又は届出日の属する月の前３月間において１人以

上であることをいう。また、この場合の実績について、当該期間に指定訪問介護

の提供を行った利用実人員を用いて算定するものとする。 

④ 割合の計算方法 

②イ及びハの職員の割合並びに③の利用実人員の割合の計算は、次の取扱いに

よるものとする。 

イ 前年度の実績が 6 月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開し

た事業所を含む。)については、前年度の実績による加算の届出はできないものと

する。 

ロ 前 3 月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降

においても、直近 3 月間の職員又は利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割

合を維持しなければならない。 

また、その割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回

った場合については、直ちに第 1 の 5 の届出を提出しなければならない。 

 

★２ 特定事業所加算について（居宅介護支援） 

(1) 趣旨 

特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門

性の高い人材の確保、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、

地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上に資することを

目的とするものである。 

(2) 基本的取扱方針 

特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)又は(Ａ)の対象となる事業所については、 
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・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所である

こと 

・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのよう

な支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的

な居宅介護支援事業所であること 

が必要となる。 

本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、(1)に掲げる趣旨

に合致した適切な運用を図られるよう留意されたい。 

(3) 厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針 

大臣基準告示第 84 号に規定する各要件の取扱については、次に定めるところに

よること。 

① (1)関係 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の

業務に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、

又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えないものとする。

なお、「当該指定居宅介護支援事業所の他の職務」とは、地域包括支援センターの

設置者である指定介護予防支援事業者からの委託を受けて指定介護予防支援を提

供する場合や、地域包括支援センターの設置者からの委託を受けて総合相談支援

事業を行う場合等が考えられる。 

② (2)関係 

常勤かつ専従の介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務

に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は

同一敷地内にある指定介護予防支援事業所（当該指定居宅介護支援事業者が指定

介護予防支援の指定を受けている場合に限る。⑭から⑯において同じ。）の職務と

兼務をしても差し支えないものとする。なお、「当該指定居宅介護支援事業所の他

の職務」とは、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者か

らの委託を受けて指定介護予防支援を提供する場合や、地域包括支援センターの

設置者からの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合等が考えられる。 

また、常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別に、主任介護支援専門員２名を

置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少な
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くとも主任介護支援専門員２名及び介護支援専門員３名の合計５名を常勤かつ専

従で配置する必要があること。 

③ (3)関係 

「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目

的とした会議」は、次の要件を満たすものでなければならないこと。 

ア 議題については、少なくとも次のような議事を含めること。 

(1) 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針 

(2) 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策 

(3) 地域における事業者や活用できる社会資源の状況 

(4) 保健医療及び福祉に関する諸制度 

(5) ケアマネジメントに関する技術 

(6) 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針 

(7) その他必要な事項 

イ 議事については、記録を作成し、2 年間保存しなければならないこと。 

ウ 「定期的」とは、おおむね週 1 回以上であること。 

また、会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この

際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報

の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理

に関するガイドライン」等を遵守すること。 

④ (4)関係 

24 時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等により連絡を取ることが

でき、必要に応じて相談に応じることが可能な体制をとる必要があることを言う

ものであり、当該事業所の介護支援専門員が輪番制による対応等も可能であるこ

と。 

なお、特定事業所加算(Ａ)を算定する事業所については、携帯電話等の転送によ

る対応等も可能であるが、連携先事業所の利用者に関する情報を共有することか

ら、指定居宅介護支援等基準第 23 条の規定の遵守とともに、利用者又はその家族

に対し、当該加算算定事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行い、

同意を得ること。 

⑤ (5)関係 
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要介護 3、要介護 4 又は要介護 5 の者の割合が 40%以上であることについては、

毎月その割合を記録しておくこと。 

なお、特定事業所加算を算定する事業所については、積極的に支援困難ケースに

取り組むべきこととされているものであり、こうした割合を満たすのみではなく、

それ以外のケースについても、常に積極的に支援困難ケースを受け入れるべきも

のであること。 

また、(7)の要件のうち、「地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介さ

れた場合」に該当するケースについては、例外的に(5)の 40%要件の枠外として取

り扱うことが可能であること(すなわち、当該ケースについては、要介護 3、要介

護 4 又は要介護 5 の者の割合の計算の対象外として取り扱うことが可能)。 

⑥ (6)関係 

「計画的に研修を実施していること」については、当該事業所における介護支援

専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施のための勤務体制の確保を定

めるとともに、介護支援専門員について個別具体的な研修の目標、内容、研修期

間、実施時期等について、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画

を定めなければならない。また、管理者は、研修目標の達成状況について、適宜、

確認し、必要に応じて改善措置を講じなければならないこと。なお、年度の途中

で加算取得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計画を策定

すればよいこと。 

なお、特定事業所加算(Ａ)を算定する事業所については、連携先事業所との共同

開催による研修実施も可能である。 

⑦ (7)関係 

特定事業所加算算定事業所については、自ら積極的に支援困難ケースを受け入れ

るものでなければならず、また、そのため、常に地域包括支援センターとの連携

を図らなければならないこと。 

⑧ (8)関係 

多様化・複雑化する課題に対応するために、家族に対する介護等を日常的に行っ

ている児童、障害者、生活困窮者、難病患者等、介護保険以外の制度や当該制度

の対象者への支援に関する事例検討会、研修等に参加していること。なお、「家族

に対する介護等を日常的に行っている児童」とは、いわゆるヤングケアラーのこ
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とを指している。 

また、対象となる事例検討会、研修等については、上記に例示するもののほか、

仕事と介護の両立支援制度や生活保護制度等も考えられるが、利用者に対するケ

アマネジメントを行う上で必要な知識・技術を修得するためのものであれば差し

支えない。 

⑨ (9)関係 

特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になっていないのみならず、特

定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正を確保し、実質的にサービス提供事業

者からの独立性を確保した事業所である必要があること。 

⑩ (10)関係 

取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均して介護支援専門員

１名当たり 45 名未満（居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は 50 名未満）で

あれば差し支えないこととするが、ただし、不当に特定の者に偏るなど、適切な

ケアマネジメントに支障がでることがないよう配慮しなければならないこと。 

⑪ (11)関係 

協力及び協力体制とは、現に研修における実習等の受入が行われていることに限

らず、受入が可能な体制が整っていることをいう。そのため、当該指定居宅介護

支援事業所は、研修の実施主体との間で実習等の受入を行うことに同意している

ことを、書面等によって提示できるようにすること。 

なお、特定事業所加算(Ａ)を算定する事業所については、連携先事業所との共同

による協力及び協力体制も可能である。 

⑫ (12)関係 

特定事業所加算算定事業所は、質の高いケアマネジメントを実施する事業所とし

て、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上を牽引する

立場にあることから、同一法人内に留まらず、他の法人が運営する事業所の職員

も参画した事例検討会等の取組を、自ら率先して実施していかなければならない。

なお、事例検討会等の内容、実施時期、共同で実施する他事業所等について、毎

年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない。な

お、年度の途中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに

当該計画を策定すること。 
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なお、特定事業所加算(Ａ)を算定する事業所については、連携先事業所との協力

による研修会等の実施も可能である。 

⑬ (13)関係 

多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスとは、介

護給付等対象サービス（介護保険法第 24 条第２項に規定する介護給付等対象サ

ービスをいう。）以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民によ

る自発的な活動によるサービス等のことをいう。 

⑭ 特定事業所加算(Ⅱ)について 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員については、当該指定居

宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他

の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務（介護支援専門員（主

任介護支援専門員を除く。）の場合にあっては、指定介護予防支援事業所の職務に

限る。）を兼務しても差し支えないものとする。なお、「当該指定居宅介護支援事

業所の他の職務」とは、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援

事業者からの委託を受けて指定介護予防支援を提供する場合や、地域包括支援セ

ンターの設置者からの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合等が考えられる。 

また、常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別に、主任介護支援専門員を置く

必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくと

も主任介護支援専門員及び介護支援専門員３名の合計４名を常勤かつ専従で配置

する必要があること。 

⑮ 特定事業所加算(Ⅲ)について 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員については、当該指定居

宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他

の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務（介護支援専門員（主

任介護支援専門員を除く。）の場合にあっては、指定介護予防支援事業所の職務に

限る。）を兼務しても差し支えないものとする。なお、「当該指定居宅介護支援事

業所の他の職務」とは、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援

事業者からの委託を受けて指定介護予防支援を提供する場合や、地域包括支援セ

ンターの設置者からの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合等が考えられる。 

また、常勤かつ専従の介護支援専門員２名とは別に、主任介護支援専門員を置く
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必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくと

も主任介護支援専門員及び介護支援専門員２名の合計３名を常勤かつ専従で配置

する必要があること。 

⑯ 特定事業所加算(Ａ)について 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員並びに常勤換算方法で１

の介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない

場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内に

ある他の事業所（介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）の場合にあって

は、指定介護予防支援事業所の職務に限る。）の職務を兼務しても差し支えないも

のとする。なお、「当該指定居宅介護支援事業所の他の職務」とは、地域包括支援

センターの設置者である指定介護予防支援事業者からの委託を受けて指定介護予

防支援を提供する場合や、地域包括支援センターの設置者からの委託を受けて総

合相談支援事業を行う場合等が考えられる。 

また、常勤かつ専従の介護支援専門員１名並びに常勤換算方法で１の介護支援専

門員とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があること。したがって、当該加

算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専

門員１名の合計２名を常勤かつ専従で配置するとともに、介護支援専門員を常勤

換算方法で一の合計３名を配置する必要があること。 

この場合において、当該常勤換算方法で一の介護支援専門員は他の居宅介護支援

事業所（連携先事業所に限る。）の職務と兼務しても差し支えないが、当該兼務に

係る他の業務との兼務については、介護保険施設に置かれた常勤専従の介護支援

専門員との兼務を除き、差し支えないものであり、当該他の業務とは必ずしも指

定居宅サービス事業の業務を指すものではない。 

⑰ その他 

特定事業所加算取得事業所については、介護保険法に基づく情報公表を行うほか、

積極的に特定事業所加算取得事業所である旨を表示するなど利用者に対する情報

提供を行うこと。また、利用者に対し、特定事業所加算取得事業所である旨及び

その内容が理解できるよう説明を行うこと。 

(4) 手続 

本加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関す
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る所定の記録を作成し、2 年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場

合については、提出しなければならない。 

 

★３(12) サービス提供体制強化加算について（訪問系・多機能系） 

① 研修について 

従業者ごとの「研修計画」については、当該事業所におけるサービス従事者の

資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定

めるとともに、従業者について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施

時期等を定めた計画を策定しなければならない。 

② 会議の開催について 

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項に係る伝

達又は当該事業所における介護従業者の技術指導を目的とした会議」とは、当該

事業所においてサービス提供に当たる介護従業者のすべてが参加するものでなけ

ればならない。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はな

く、いくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。会議の開催

状況については、その概要を記録しなければならない。なお、「定期的」とは、お

おむね１月に１回以上開催されている必要がある。 

また、会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。こ

の際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情

報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管

理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項」とは、少

なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければな

らない。 

・利用者の ADL や意欲 

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

・家族を含む環境 

・前回のサービス提供時の状況 

・その他サービス提供に当たって必要な事項 

③ 健康診断等について 
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健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務付け

られた「常時使用する労働者」に該当しない従業者も含めて、少なくとも一年以

内ごとに一回、事業主の費用負担により実施しなければならない。新たに加算を

算定しようとする場合にあっては、当該健康診断等が一年以内に実施されること

が計画されていることをもって足りるものとする。 

④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3 月を

除く。)の平均を用いることとする。ただし、前年度の実績が 6 月に満たない事業

所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、届出日の属

する月の前 3 月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。

したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、4 月目以降

届出が可能となるものであること。 

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者

については、各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了

している者とすること。 

⑤ 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近 3 月

間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。な

お、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合に

ついては、直ちに第一の 5 の届出を提出しなければならない。 

⑥ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 

⑦ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法

人等の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービ

スを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものと

する。 

⑧ 同一の事業所において一体的に介護事業を行っている場合においては、本加

算の計算も一体的に行うこととする。 


